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廃棄物対策課コーナー�

対馬市廃棄物対策課　☎０９２０（５３）６１１１�

　
対
馬
市
で
は
、
今
年
４
月
か
ら
、
市
民
の
皆
様
が
自
分
た

ち
の
住
む
地
域
を
自
ら
の
手
で
住
み
よ
く
し
て
い
こ
う
と
す

る
事
業
や
活
動
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
、
支
援
す
る
制

度
を
制
定
し
ま
し
た
。�

　
こ
の
補
助
金
制
度
は
、
皆
さ
ん
が
お
住
ま
い
の
地
区
（
区

長
さ
ん
が
代
表
と
な
り
ま
す
。
）
、
ま
た
は
特
定
非
営
利
法

人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）
、
そ
の
他
市
長
が
特
に
認
め
る
団
体
が

行
う
次
の
事
業
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
て
事
業
の
開
催
、

ま
た
地
域
環
境
の
整
備
等
を
支
援
・
推
進
い
た
し
ま
す
。�

１
、
地
域
資
源
活
用
促
進
事
業�

　
○
地
区
の
自
然
を
生
か
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
地
区
住
民

　
　
の
交
流
推
進
活
動
を
支
援
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る

　
　
事
業�

２
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
強
化
事
業�

　
○
地
区
に
伝
わ
る
風
習
、
祭
り
等
の
伝
統
行
事
な
ど
、
地

　
　
区
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
支
援
し
、
地
域
の
連

　
　
帯
意
識
の
高
揚
を
図
る
事
業
及
び
世
代
間
の
ふ
れ
あ
い

　
　
を
促
進
す
る
事
業�

３
、
地
域
形
成
事
業�

　
○
地
域
内
の
後
継
者
・
担
い
手
対
策
に
取
り
組
む
事
業�

　
○
地
域
内
の
施
設
整
備
事
業�

　
○
地
域
内
公
共
施
設
な
ど
の
環
境
美
化
活
動
事
業�

■
補
助
金
の
額
　
承
認
さ
れ
る
事
業
費
か
ら
収
入
が
見
込
ま

　
　
れ
る
場
合
は
、
そ
の
収
入
を
差
し
引
い
た
金
額
の
４
分

　
　
の
３
以
内
で
１
地
区
（
団
体
）
当
た
り
50
万
円
が
限
度�

■
補
助
金
申
請
の
受
付
期
間
　
平
成
19
年
５
月
31
日
ま
で�

　
　
な
お
、
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
、
申

　
請
様
式
の
請
求
は
、
下
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。�

■政策部政策企画課　☎０９２０（５３）６１１１�
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対
馬
市
わ
が
ま
ち
元
気
創
出
支
援
事
業�

　
　
　
　
　
　
　
補
助
金
制
度
の
お
知
ら
せ�

出す前に確認してください。収集しないごみ�

資源ごみ袋で出すもの（8品目に分別）�

缶類（アルミ缶・スチール缶）�

白色トレイ類�

古紙類（新聞類）� 古紙類（雑誌類・チラシ類）�

紙パック類� 段ボール類�

びん類（無色・茶色・その他）� ペットボトル�

可燃ごみ袋で出すもの� 不燃ごみ袋で出すもの�

飲料用の空き缶だけに限ります�
※金属キャップがあるものは必ずはずし、�
金属キャップは不燃ごみの袋に入れること�

異物を洗い流し裏表を洗剤でよく洗って�
水切りし、干して乾かすこと�
なお、変色したもの・汚れのひどいものは�
可燃ごみの袋に入れること�

よく洗って水切りし、切り開いて乾かす�
キャップ付きは、切り取る�
ひもで十字に束ねる�

発泡スチロール・止金具・粘着テープ・�
送り状は、取り除くこと�

新聞紙と雑誌類は別々の袋に入れること�

ラベル・キャップを必ずはずし、ラベル・�
キャップは可燃ごみの袋に入れること�

ぬいぐるみ�
30センチメートル�
以内のもの�

衣類（コートなどの�
大型衣類を除く）�

カセットテープ�
ビデオテープ�

生ごみ�
食用油（布などにしみ込ませて）�

ビニール類・プラスチック類�

ペットボトルラベル・キャップなど�

紙くず・木くず�

飲料用の空きびんだけに限ります�
※金属キャップは不燃ごみの袋に入れること�
※プラスチック製キャップ・コルクの蓋は�
可燃ごみの袋に入れること�

識別マーク�

識別マーク�

有害ごみは、不燃ごみと混ぜないこと�

金物類�

やかん・なべ�
・フライパン�

ガス抜きしたスプレー缶・ガスボンベ�

缶詰缶・菓子缶・粉ミルク缶�傘�

割れ物類�

ガラス・コップ・茶碗類�

蛍光灯・電球・豆球など�

体温計・温度計など�

陶磁器類�

化粧びん・油びん・一升びん�
すりガラスびん�

割れたもの・鋭利なものは�
紙などに包んでください�

有害ごみ1

粗大ごみ�処理困難なもの・危険物等�パソコン�家電4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）�

家具類� 楽器類�
ガス器具類�

その他畳、ふすま、健康器具、自転車、一輪車など�
対馬クリーンセンター・中継所へ各自で持ち込んでください。�
出す前に、不明な場合は市役所または各施設までご相談ください。�

バイク（原付）、タイヤ、バッテリー、消火器、プロパン、ガスボンベ、�
建設廃材、油類、農薬、殺虫剤、ペンキ等塗料、農機具、船内外機、�
自動車部品、魚網、ワイヤーなど�

デスクトップパソコン本体・ノートパソコン�
ブラウン管ディスプレイ・液晶ディスプレイ�

パソコンメーカーが回収の窓口になります。�
メーカーに、直接お申し込みください。（有料）�
不明な場合は販売店等でご確認ください。�

各電気店、又は専門業者へ�
ご相談ください。（有料）�

対馬クリーンセンターで処理できません。専門業者、�
購入店で引き取りを依頼してください。（有料）�
出す前に、不明な場合は市役所または各施設まで�
ご相談ください。�

布団・コートなどの大きな衣類� 電化製品・暖房器具類�

30センチメートル以上の�
ぬいぐるみ・遊具類�

有害ごみ2

乾電池・ボタン型電池など�
透明な袋に出してください�
販売店でも回収しています�

皮革類�

紙おむつ�
（汚物を取り除く）�

市の指定袋以外、不分別のものは�
収集しません�

識別マーク�
識別マーク�

ごみの分け方・出し方�




